
　
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
分
は
住

民
税
（
所
得
割
）
か
ら
控
除
さ
れ

ま
す
。

　
税
源
移
譲
に
よ
り
、
所
得
税
が

減
額
と
な
り
、
控
除
で
き
る
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
額
が
減
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
平
成
18
年
末
ま
で
に
入

居
し
、
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
を
受
け
て
い
る
方
で
、

所
得
税
か
ら
控
除
し
き

れ
な
か
っ
た
額
が
あ

る
場
合
は
、
翌
年

度
の
住
民
税

（
所
得
割
）
か

ら
控
除
で

き
ま
す
。

　
平
成
20
年
以
降
、
住
民
税
の
住

宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
を
受
け
る

た
め
に
は
、
毎
年
申
告
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

　
平
成
19
年
分
の
所
得
税
か
ら
控

除
し
き
れ
な
い
額
が
発
生
し
た
場

合
、平
成
20
年
３
月
17
日
ま
で
に
、

平
成
20
年
１
月
１
日
現
在
お
住
ま

い
の
市
区
町
村
へ
「
市
町
村
民
税

道
府
県
民
税
　
住
宅
借
入
金
等
特

別
税
額
控
除
申
告
書
」
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

 

「
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
可
能
額
」

と
「
税
源
移
譲
前
の
税
率
を

用
い
て
算
出
し
た
所
得
税
額
」
の

い
ず
れ
か
少
な
い
金
額
か
ら
「
所

得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額
」
を

差
し
引
い
た
金
額
と
な
り
ま
す
。

給
与
所
得
者
の
方
に
つ
い
て

は
、
平
成
19
年
分
の
給
与
所

得
の
源
泉
徴
収
票
の
摘
要
欄
に

「
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
可
能

額
」
が
記
載
さ
れ
、
こ
の
金
額
が

源
泉
徴
収
票
の
「
住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除
の
額
」
よ
り
大
き
い
場

合
に
、
住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　「
住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
」
の
適
用
は
あ
り
ま
せ
ん
。

別
途
、
所
得
税
に
お
い
て
、
新
た

な
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
制
度
の
特
例

が
設
け
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
所
轄

（
佐
原
）の
税
務
署
に
お
問
合
せ
く

だ
さ
い
。（「
従
来
の
方
式
」
と
「
控

除
率
を
引
き
下
げ
て
控
除
期
間
を

延
長
す
る
方
式
（
10
年
か
ら
15
年

に
延
長
）
の
選
択
制
を
と
る
特
例
が

創
設
さ
れ
て
い
ま
す
。）
な
お
、
所

得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け

る
に
は
、確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

税源移譲前� 税源移譲後�

所得税額�

住宅ローン�
控除可能額�

住宅ローン�
控除可能額�

住宅ローン�
控除額　　�

納付すべき�
所得税額　�

所得税　　�
住宅ローン�
控除額　　�

納付すべき�
住民税額　�

住民税住宅　　�
ローン控除額　�

控除しきれ�
なかった額�

所得税額�

所得税額�
が減少�

－　　　  ＝� －　　　  ＝�

減少�

所得税から控除しきれなかった住宅ローン�
控除額を翌年度の住民税（所得割）から控除�

措
置�

本
来
納
付
す
べ
き
住
民
税
額�

これまで所得税から控除できた住宅ローン控除額が減少�

住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
を

受
け
る
方

所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ
れ
な
い
方

所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ
れ
る
方

住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書

の
提
出
方
法

源
泉
徴
収
票
を
添
付
し
て
市
区
町
村
へ

所
得
税
の
確
定
申
告
書
と
と
も
に
税
務

署
へ

税
務
だ
よ
り

税
務
だ
よ
り�
税
務
だ
よ
り

税
務
だ
よ
り�
税
務
だ
よ
り�

＝
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
が
変
わ
り
ま
す
＝�

○
お
問
い
合
わ
せ
　
町
民
課
税
務

２
１
１
１


